
分析を踏まえたフォローアップ重点項目（案）と
今後の予定について

資料４

4/30：・p.20の図の一部を修正しました。
 ・p.21の左図の一部を修正しました。
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フォローアップ重点項目（案）について

・気候変動の影響が顕在化（熱中症増加、コメの収量・品質低下、大雨・台風等による甚大な被害）
・近年エネルギーは量・価格両面で不安定化

・地球温暖化対策計画・エネルギー基本計画・GX2040ビジョン等に基づく気候変動対策を実施中
【現状の温室効果ガス削減状況を踏まえた対応】

2024年度断面では目標水準に未達。進捗の遅れは、運輸部門、業務その他部門、家庭部門、エネルギー転換部門（発電）、 
HFCs等4ガス部門。省エネ・再エネなどの更なる削減対策の進展が必要⇒削減対策の進展は、中長期的にはエネルギー需給安定にも
つながる（例：産業部門の重油ボイラー、民生部門の灯油暖房、運輸部門のガソリン・ディーゼル自動車からの転換 等）

【2026年度のトピック】
GX-ETS開始、SSBJ開示義務化、SBT・GHGプロトコル改定の動き 等

・脱炭素、経済成長、エネルギー安定供給の同時達成を目指した取り組みを進めていくことが必要
・2030年までの削減と2030年以降の双方の削減を見据え、「地域・くらしでの緩和かつ適応」、「バリューチェーン全体での削減」が必要
・また、国内だけでなく「世界全体での排出削減」に貢献していくことが必要

・LED照明
・建築物の省エネ・省CO2化
・家庭での省エネ・省CO2化
・次世代自動車の普及
・再エネの利用拡大

・LED照明（再掲）
・生産性向上につながる省エネ・省CO2設備への投資
・建築物の省エネ・省CO2化（再掲）
・次世代自動車の普及（再掲）・貨物の積載効率
向上

・再エネの利用拡大（再掲）
・CEの推進
・フロン対策

・JCM

気候変動対策・エネルギー需給対策の必要性

削減対策の方向性

地域・くらしでの緩和かつ適応につながる取組 バリューチェーン全体での削減 世界全体での排出削減への貢献

※緑の枠囲い部分は、対策により見込まれる
中長期な社会的・経済的効果の例

・家庭や企業におけるエネルギーコストの削減
・住まいや職場の快適性向上
・住宅や建築物の資産価値向上 など

・企業におけるエネルギーコストの削減
・省エネ、再エネ、GX製品等に関連する企業の成長や
産業競争力の強化

・資源の有効活用促進 など

・日本企業の海外展開の促進
・優れた技術・サービスのグローバルサウスでの
展開

・グローバルサウスの持続可能な開発や環境
汚染対策への貢献 など
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背景・現状
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気候変動影響評価報告書とは

・気候変動適応法に基づき、最新の科学的知見を踏まえ、おおむね５年ごとに作成する気候変動
影響の総合的な評価報告書

・これまで、平成27年（第1次※）、令和2年（第2次）の２回公表

・第3次気候変動影響評価報告書では、【農業・林業・水産業】【水環境・水資源】【自然生態
系】【自然災害・沿岸域】【健康】【産業・経済活動】【国民生活・都市生活】の７分野において、
下記３つの観点で影響を評価

➢重大性：社会、経済、環境の3つの観点における、影響の程度、可能性等

➢緊急性：影響の発現時期や追加的な適応策への意思決定が必要な時期

➢確信度：知見の種類、量等及び知見の一致度の観点からの現在の状況や将来予測の確からしさ

※第1次気候変動影響評価報告書に相当するものとして「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の
課題について」を気候変動適応法施行前に作成。

分野別WG（６グループ）

農業・林業・水産業 自然生態系

水環境・水資源 健康

自然災害・沿岸域
産業・経済活動、
国民生活・都市生活

答申

文献等レビュー
影響評価報告書（案）作成

諮問

環境省

中央環境審議会 地球環境部会

気候変動影響評価・適応小委員会

気候変動影響評価の実施体制

案提出

影響評価報告書（案）の審議関係行政機関との協議
報告書の公表
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【農業・林業・水産業】

水稲：コメの収量・品質低下

果樹：ミカン・リンゴ等果樹の栽培適地の変化

農業生産基盤：大雨による農地・農業設備への被害

沿岸域・内水面漁場環境等：海水温の上昇によるワカメ等の不漁

【水環境・水資源】

水供給(地表水)：渇水の増加・農業用水等の不足

【自然生態系】

亜熱帯：珊瑚の白化現象の頻度増加

温帯・亜寒帯：海藻等の分布域の縮小・北上

分布・個体群の変動：生物の分布域の変化

【自然災害・沿岸域】

洪水：洪水の発生地点数の増加

内水：内水氾濫の可能性の増加・浸水時間の長期化

土石流・地すべり・土砂流出等：時間降水量の増加による土砂災害発生件数の増加

【健康】

暑熱：気温上昇に伴う、熱中症による救急搬送者数・死亡者数の増加や循環器系疾患等での死亡率・入院・救急搬送者数の増加

【産業・経済活動】【国民生活・都市生活】

インフラ・ライフライン等：大雨・台風等による電気・ガス・水道などのライフラインの寸断

第３次気候変動影響評価報告書のポイント（概要）

第３次気候変動影響評価においては、以下を踏まえて実施。
①最新かつ広範な科学的知見を反映
③特に強い影響を受ける地域や対象の整理

現状から将来予測にわたって重大性・緊急性・確信度が高いなど特に優先的に対応が必要な項目※が明
らかになった。

特に優先的に対応が必要な項目の影響の概要

水稲の収量(a)および白未熟粒率(b)の20年毎の推移(全国平均)(RCP8.5)
(Ishigooka et al., 2021)

大雨による被害
「災害・防災情報：6月29日からの大雨」

（国土交通省）

②影響の重大性の評価を2段階から３段階に細分化
④適応策及びその効果に関する知見の整理

熱中症による死亡者(５年移動平均)の推移
（人口動態統計から環境省作成）

※重大性（現状、1.5～2℃上昇時、3～4℃上昇時）・緊急性・確信度の評価が全てレベル３の項目及び
 分野別WGで、重大性及び緊急性がレベル３かつ、新たに追加された項目又は社会的関心の高さ等を勘案して取り上げるべきとされた項目

白化した珊瑚
「サンゴ礁生態系保全行動計画2022-2030」

（環境省）
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気候変動影響の例（産業・経済活動／国民生活・都市生活分野）

大項目 小項目 気候変動影響の例

産業 全般 ⚫ 水害・台風災害等による直接的な被害、インフ
ラ・サプライチェーンの寸断による間接的な被害

⚫ 労働者の熱中症被害の増加

大項目 小項目 気候変動影響の例

健全な生活
とその基盤

インフラ・ライフライン
等 

⚫ 大雨・台風等によるライフライン（電気・ガス・水
道・通信）の寸断

⚫ 洪水・土砂災害等の増加による交通インフラの
維持コスト増加・安定性の悪化

⚫ 台風・海面水位上昇による直接的被害、冷却
水として利用する海水温の上昇による発電出力
の低下等の電力インフラへの影響（将来）

住宅・住居 ⚫ 住宅・住居の風水害による被害
⚫ 住宅・住居内での熱中症の発生

健康的な暮らし ⚫ 特に都市部でのヒートアイランド現象も重なっての
熱ストレスの増大

⚫ 気候変動による生活の質の低下・精神的健康
への影響

災害避難 ⚫ 介護施設等における避難の遅延
⚫ 気象災害による被災者・避難者の増加（将来）

令和元年東日本台風で水没した
変電所

出典：「令和元年に発生した災害
の概要と対応」（経済産業省 ）

※将来生じると予測される影響に（将来）と記載。
（将来）と記載のない影響は、現在既に生じており、将来その影響が大きくなること等が予測される影響

※下線は今回の評価において追加・更新された知見
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IPCC AR6における緩和と適応に関する記載

出典：環境省「IPCC 第6次評価報告書の概要-第3作業部会（気候変動緩和）-」

◼ IPCC第6次評価報告書（AR6）の統合報告書では、「この10年間で緩和行動と適応行動を加速させ統
合的に実施することで、気候変動による損失と損害を低減し、相乗効果やトレードオフの低減が期待できる」
としている。

◼ また、IPCC第6次評価報告書（AR6）の「第2作業部会の報告」でも、「統合的アプローチが緩和行動と
適応行動の相乗効果を強化し、持続可能な開発とのトレードオフを管理する基盤となる」としている。

◼ IPCC第6次評価報告書（AR6）の「第2作業部会の報告」では、「持続可能な都市エネルギー計画は、
都市部における気候変動の緩和と適応の双方に相乗効果をもたらしうる」としている。また、「第3作業部会
の報告」では、都市と緑と水のインフラストラクチャーにおける緩和対策と適応対策の共便益が例として示され
ている。
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日本の化石燃料の輸入先

出典：経済産業省「燃料調達をめぐる動向と 電力・ガスの安定供給について」（第５回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会（2026年3月27日）資料7）
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「エネルギー安定供給の切り札」としてのGX

出典：GXをめぐる情勢と今後の取組について（第16回GX実行会議（2025年12月22日）（内閣官房）資料1）
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「物価高対応の肝」としてのGX

出典： GXをめぐる情勢と今後の取組について（第16回GX実行会議（2025年12月22日）（内閣官房）資料1）
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Sheltering From Oil Shocks (IEA)で提示されている対策

◼ IEAは、中東危機を受けて、中長期的対策（構造的な石油価格変動への耐性強化対策）について提言
を行っている。

1. EVの普及促進と充電インフラの整備
二輪車、バス、トラックも含めた自動車のEV化推進、充電インフラ拡充

2. 車両の燃費基準の引き上げ
内燃機関車、特に新興経済国におけるトラックの燃費基準の引き上げ

3. 調理機器の電化
LPGから電力への転換

4. 産業用EMS（エネルギー管理システム）の導入
企業単位でのエネルギーの最適化と効率化
（例として日本がエネルギー管理の実施に対するインセンティブとベンチマークシステムを組み合わせていることを紹介）

5. 石油暖房システムや産業用ボイラーのヒートポンプへの置き換え
住宅の暖房・給湯、産業の低温熱源に高効率ヒートポンプを使用

6. プラスチック廃棄物の回収・再利用・リサイクルの拡大
リサイクル施設の最適化、回収率とリサイクル率の向上、素材の代替等

7. 持続可能な燃料の供給規模拡大
バイオ燃料、水素、アンモニア等の合成燃料を航空、海運、産業高温プロセス等の電化困難な分野で活用

出典：Sheltering From Oil Shocks (IEA)から作成
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地球温暖化対策計画（2025年2月18日閣議決定）に位置付ける主な対策・施策

◼ 削減目標達成に向け、エネルギー基本計画及びGX2040ビジョンと一体的に、主に次の対策・施策を実施。

◼ 対策・施策については、フォローアップの実施を通じて、不断に具体化を進めるとともに、柔軟な見直しを図る。

《エネルギー転換》

《横断的取組》

⚫再エネ、原子力などの脱炭素効果の高い電源を最大限活
用

⚫ トランジション手段としてLNG火力を活用するとともに、水
素・アンモニア、CCUS等を活用した火力の脱炭素化を進
め、非効率な石炭火力のフェードアウトを促進

⚫ 脱炭素化が難しい分野において水素等、CCUSの活用

《産業・業務・運輸等》

⚫ 「成長志向型カーボンプライシング」の実現・実行

⚫循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行
→再資源化事業等高度化法に基づく取組促進、「廃棄物処理
×CCU」の早期実装、太陽光パネルのリサイクル促進等

⚫森林、ブルーカーボンその他の吸収源確保に関する取組

⚫ 日本の技術を活用した、世界の排出削減への貢献
→アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）の枠組み等を基礎

として、JCMや都市間連携等の協力を拡大

《地域・くらし》
⚫地方創生に資する地域脱炭素の加速（地域脱炭素ロードマップ）

→2030年度までに100以上の「脱炭素先行地域」を創出等

⚫ 省エネ住宅や食品ロス削減など脱炭素型のくらしへの転換

⚫高断熱窓、高効率給湯器、電動商用車やペロブスカイト
太陽電池等の導入支援や、国や地方公共団体の庁舎等
への率先導入による需要創出

⚫ Scope3排出量の算定方法の整備などバリューチェーン
全体の脱炭素化の促進

⚫ 工場等での先端設備への更新支援、中小企業の省エネ
支援

⚫ 電力需要増が見込まれる中、半導体の省エネ性能向上、
光電融合など最先端技術の開発・活用、データセンターの
効率改善

⚫ 自動車分野における製造から廃棄までのライフサイクルを
通じたCO₂排出削減、物流分野の脱炭素化、航空・海運
分野での次世代燃料の活用

※LNG: Liquefied Natural Gas CCU/CCUS: Carbon dioxide Capture and Storage/Carbon dioxide Capture Utilization and Storage AZEC: Asia Zero Emission Community JCM: Joint Crediting Mechanism
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GX2040ビジョン（GX推進戦略改訂）（2025年2月18日閣議決定）の概要

1. GX2040ビジョンの全体像

 ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化の影響、DXの進展や電化による電力需要の増加の影響など、将来見通しに対する 
不確実性が高まる中、GXに向けた投資の予見可能性を高めるため、より長期的な方向性を示す。

2. GX産業構造

6. 成長志向型カーボンプライシング構想

5. GXを加速させるための個別分野の取組

8. GXに関する政策の実行状況の進捗と見直しについて

7. 公正な移行

4. 現実的なトランジションの重要性と世界の脱炭素化への貢献

3. GX産業立地

 ①革新技術をいかした新たなGX事業が次々と生まれ、②フル
セットのサプライチェーンが、脱炭素エネルギーの利用やDXに
よって高度化された産業構造の実現を目指す。

 上記を実現すべく、イノベーションの社会実装、GX産業につな
がる市場創造、中堅・中小企業のGX等を推進する。

 今後は、脱炭素電力等のクリーンエネルギーを利用した製品・
サービスが付加価値を生むGX産業が成長をけん引。

 クリーンエネルギーの地域偏在性を踏まえ、効率的、効果的に
「新たな産業用地の整備」と「脱炭素電源の整備」を進め、地
方創生と経済成長につなげていくことを目指す。

 2050年CNに向けた取組を各国とも協調しながら進めつつ、
現実的なトランジションを追求する必要。

 AZEC等の取組を通じ、世界各国の脱炭素化に貢献。

 個別分野（エネルギー、産業、くらし等）について、分野別投
資戦略、エネルギー基本計画等に基づきGXの取組を加速する。

 再生材の供給・利活用により、排出削減に効果を発揮。成長
志向型の資源自律経済の確立に向け、2025年通常国会で
資源有効利用促進法改正案提出を予定。

2025年通常国会でGX推進法改正案提出を予定。
 排出量取引制度の本格稼働（2026年度～）

➢ 一定の排出規模以上(直接排出10万トン)の企業は業種等問わず
に一律に参加義務。

➢ 業種特性等を考慮し対象事業者に排出枠を無償割当て。

➢ 排出枠の上下限価格を設定し予見可能性を確保。

 化石燃料賦課金の導入（2028年度～）

➢ 円滑かつ確実に導入・執行するための所要の措置を整備。

 GX を推進する上で、公正な移行の観点から、新たに生まれる
産業への労働移動等、必要な取組を進める。

 今後もGX実行会議を始め適切な場で進捗状況の報告を行い、必要に応じた見直し等を効果的に行っていく。
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2026年度のトピック：GX-ETS開始

出典：経済産業省 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 排出量取引制度小委員会（第1回）資料3
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二段階開示可能

2026年度のトピック：SSBJ開示義務化

出典：金融庁「「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果について」
        （https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260220/20260220.html）を参考に作成

項目 改正内容

適用対象企業 ◼ 東証プライム市場において平均時価総額1兆円以上の会社

サステナビリティ開示基準
◼ SSBJ基準（サステナビリティ基準委員会が2026年2月20日までに公表したサステナビリ

ティ開示基準

二段階開示
◼ SSBJ基準の適用開始年度及びその翌年度については保留期間とし、各翌期の半期報告

書の提出期限までにSSBJ基準に従った情報を記載した訂正報告書を提出することが可能

SSBJ基準適用に伴う
開示項目の追加

◼ SSBJ基準上開示が求められている事項及びSSBJ基準に準拠している旨、二段階開示、
SSBJ基準上の経過措置の適用状況を記載

◼ 将来状況やScope3に関する定量情報と、推計過程、情報に係る社内開示手続きを記載

◼ 2026年2月20日、SSBJ開示義務化等が含まれる「企業内容等の開示に関する内閣府令」等
の改正が公布・施行された。

東
証
プ
ラ
イ
ム
市
場

時価総額
3兆円以上

時価総額
1兆円以上3兆円未満

2026/2/20

公布・施行

SSBJ基準適用義務化

2027年3月期 2028年3月期 2029年3月期 2030年3月期

二段階開示可能

SSBJ基準適用義務化

同時開示

同時開示

https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260220/20260220.html
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2026年度のトピック：SBT改定の概要

◼ SBTi Corporate Net-Zero Standardは、企業がネットゼロ目標を設定するための科学に基づく基準を定
めるもので、2021年に策定。

◼ 現行はVersion1.2であるが、2025年3月に同StandardのVersion2.0 Initial Consultation Draftを
公表。2025年11月、SBTiはDraft for Second Public Consultationを公表（12/8まで意見募集）。

◼ Version2.0 Draftでは、企業カテゴリの導入、定期的審査システム、早期に取り組んでいる企業を評価する
ための新たな認証システム、毎年の進捗報告といった内容が更新・強化されている。

改定の項目 内容

企業カテゴリの導入

• 世界中の営利企業を対象とし、規模と事業環境の違いを考慮
して、企業をカテゴリA（大企業・高所得地域）とカテゴリB
（中小企業・低所得地域）に分類

定期的審査システム

• 新しい3段階のプロセス（初期確認→初期審査→更新審
査）を導入し、目標サイクル全体で継続的な改善と説明責任
を促進

継続的排出に対する
段階的な責任

• 早期に自主的な取り組みを行っている企業を評価するために、
「Recognized」と「Leadership」という2階層を持つ新たな認
証メカニズムを導入

開示および更新に対
する期待の明確化

• 毎年計画された削減経路から乖離がある場合は開示・説明し、
目標を再設定する

• 継続的な進捗の主張を裏付けるパフォーマンス評価を行う

[出所]SBTi資料をもとに作成
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2026年度のトピック：GHGプロトコル

◼ GHGプロトコルとは、GHG排出量算定のために、WRI（世界資源研究所）とWBCSD（持続可能な開発
のための経済人会議）が中心となり策定された国際基準で、一つの企業から排出された温室効果ガスの排
出量（直接排出量）だけでなく、サプライチェーン全体（Scope1～3）における排出量を重視している。

◼ 世界で最も広く活用されている温室効果ガス基準であり、2023年にはS&P500の企業のうち97％がGHG
プロトコルを用いてCDP（旧Carbon Disclosure Project）に報告している。

◼ AMI（Action and Market Instruments）部会では、企業の削減行動と環境価値などの評価・報告
方法を定める基準が検討されている。2026年3月公表のホワイトペーパーでは、企業の脱炭素活動をより透
明かつ包括的に報告することを目的として、従来開示されてきたGHG排出量（Scope1～３）を含めた４
つのステートメントでGHG排出量等を報告する構造などが提案されている。

出典：GHG Protocol「AMI-Phase1-WhitePaper-RFI」

報告するステートメント 内容

従
来

Physical GHG 
inventory

• 企業の活動によって生じる年間のGHG排出量（Scope1～
３）について開示

新
規

Market-based 
GHG inventory

• 低炭素製品の調達・購入による効果を可視化し、バリュー
チェーンにおける脱炭素化の効果を報告

GHG impact 
statement

• 企業がバリューチェーン内外で実施したアクションによって生じ
た排出量の変化（削減、回避、除去）を報告

Non-GHG 
indicators

• CO2換算で表現されない、緩和活動への資金拠出など企業
の脱炭素化の取組や意思決定に影響を与える指標を報告

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2026-03/AMI-Phase1-WhitePaper-RFI.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2026-03/AMI-Phase1-WhitePaper-RFI.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2026-03/AMI-Phase1-WhitePaper-RFI.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2026-03/AMI-Phase1-WhitePaper-RFI.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2026-03/AMI-Phase1-WhitePaper-RFI.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2026-03/AMI-Phase1-WhitePaper-RFI.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2026-03/AMI-Phase1-WhitePaper-RFI.pdf
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Scope3排出量削減の重要性

◼ 従来把握されているScope1/2のみでなく、Scope３排出量を含めたサプライチェーン全体の排
出量を把握し公表することで、環境対応企業としての企業価値を明確化することができる。

◼ 環境省や経済産業省による「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本
ガイドライン」のScope3基準では、GHGプロトコルの15カテゴリを引用。

◼ 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）最終報告書では、企業がScope1～3の算
定結果とその関連リスクについて自主的な開示をすることを提案。

◼ SBTでは、Scope3について野心的な目標を設定することを要求。

出典：環境省 サプライチェーン排出量算定に関する実務担当者向け勉強会「Scope３算定の考え方」



19

Scope3 優良企業例（村田製作所（電子部品メーカー））

◼ 村田製作所は企業成長と排出削減のデカップリングを実現している企業の一つである。

◼ 村田製作所の2024年度の売上高は、2019年度比14％増の17,434億円と増加傾向である。
一方で、Scope1~3全ての区分で削減が進んでいる。

◼ 特にScope3については2024年度は、2019年度比24％減の339.5万t-CO2である。排出削
減の取組として、国内仕入れ先に削減目標の設定状況やサポート希望の要否を聞く1on1のヒア
リングの実施や、物流段階における他社との共同輸送や船舶を利用したモーダルシフト、包装材の
削減等を実施している。

売上高の比較 GHG排出量の推移

出典：村田製作所HP「財務ハイライト | 村田製作所」と決算短信より作成 出典：村田製作所HP「脱炭素社会の実現 | 村田製作所」（2026.4.3アクセス）

15,340

17,434

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2019年度 2024年度

売
上
高

（億円）

https://corporate.murata.com/ja-jp/ir/financial/highlite
https://corporate.murata.com/ja-jp/ir/financial/highlite
https://corporate.murata.com/ja-jp/ir/financial/highlite
https://corporate.murata.com/ja-jp/csr/environment_murata/climate_change
https://corporate.murata.com/ja-jp/csr/environment_murata/climate_change
https://corporate.murata.com/ja-jp/csr/environment_murata/climate_change
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UNEP Emissions Gap Report 2025における世界のGHG排出トレンド（1/2）

◼ 2024年の世界全体のGHG排出量は過去最大の577億トン（CO2換算）であり、前年比で2.3%（14億トン）
増加、この増加率は2022年から2023年にかけての増加率（1.6%）よりも高い

◼ 化石由来CO2はGHG排出量の約69%を占めており、 前年比で5.5億トン増加

◼ CH4、N2O、FガスはGHG排出量の24%を占めており、2024年にそれぞれ0.39%、0.59% 、3.8%増加

◼ 2013年から2022年の間に植林等を通じて大気から吸収・貯留されたCO2は年間約22億トンである一方、2014年から
2023年の森林減少によるCO2総排出量は年間37億トン。

出典：UNEP（2025）Emissions Gap Report 2025 より作成。（左）図2.1、（右）表2.1

人為起源のGHG排出量(1990-2024年)
億トン（CO2換算）

2010–
2019
(平均)

2022 2023 2024

GHG 533±54 553±51 562±52 577±55

化石由来CO2 363±29 385±31 391±31 396±32

LULUCF CO2

(bookkeepingモデル※1)
49±34 35±25 36±25 44±31

LULUCF CO2

(国家インベントリ※2)
-36±-25 -42±-29 -42±-30 -

CH4 86±26 91±27 92±28 93±28

N2O 24±14 25±15 26±15 26±16

Fガス 12±3.5 16±4.8 17±5 17±5.2

※1.global bookkeeping approachによる推計。人為活動に連動し、土地被覆変化
に着目した変化量を計算するモデル。

※2.インベントリベースのLULUCF CO2はGHG総排出量から除外される。不確実性につい
ては、IPCC 第1作業部会第6次評価報告書と同じく90%の信頼区間に基づく。

ガス種別GHG排出量
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UNEP Emissions Gap Report 2025における世界のGHG排出トレンド（2/2）

◼ 2024年における化石燃料の採掘、生産、燃焼に関わる部門（化石燃料部門）の全ガスの排出量は420億トン、全体
の73%に相当

◼ 2024年の最大の排出源は発電部門であり、GHG排出量は156億トン。次いで運輸部門が84億トン、産業部門が65
億トンのGHGを排出

◼ 2024年のGHG排出量増加の主要因は森林減少と土地利用変化。世界のLULUCFの正味CO2排出量は前年比で
21%（7.7億トン）増加、これは前年から増加したGHG排出量の53%に相当

◼ GHG排出量が最も多い中国、米国、インド、EU、ロシア、インドネシアの6か国・地域のうち、前年比でGHG排出量が減少
したのはEUのみ。 2024年のアフリカ連合を除くG20加盟国のGHG排出量は、世界のGHG排出量の77%に相当

出典：UNEP（2025）Emissions Gap Report 2025 より作成。（左）図2.2、（右）図2.3

2024年におけるガス種および部門別GHG総排出量 各国のGHG排出量推移
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アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）への貢献について

◼ 我が国の強みである技術力をいかして、脱炭素市場の創出・人材育成・制度構築等の更なる環
境整備を進める

◼ 環境性能の高い技術・製品等のビジネス主導の国際展開を促進する

アジアをはじめとする世界の排出削減と持続可能な発展に貢献

• 「今後の10年のためのアクションプラン」に基づく、二国間クレジッ
ト制度（JCM）を基盤とした質の高い炭素市場の推進

• SPACEの取組として、「e-waste、使用済自動車（ELV）及び
重要鉱物に関する資源循環パートナーシップ(ARCPEEC)」を通
じ、重要鉱物等の資源循環を通じた脱炭素化

• 廃棄物発電プロジェクトの推進

• 都市間連携による地域脱炭素の国際展開

• 環境インフラ海外展開プラットフォーム（JPRSI）の活用

脱炭素が評価される市場の創出

脱炭素プロジェクトの拡大

• 「今後の10年のためのアクションプラン」（2024年AZEC 首脳
会合にて採択）に基づく「サプライチェーン全体のGHG排出量の
可視化を通じた産業の競争力向上」に向けた貢献

• 具体的には、アジアでの企業の透明性向上の取組支援
（PaSTI）などにより、企業の温室効果ガスの算定・報告を推
進するとともに、アジアの脱炭素政策形成支援を実施

• また、AZEC構想等に基づくアジア型の脱炭素を通じた経済成
長モデルの考え方の国内外における一層の定着・発信を、
ASEANと連携し、着実に実施

ルール形成による事業環境整備の推進

資源循環

JCMを活用した
廃棄物発電事業

地域脱炭素

都市間連携を通じた
脱炭素技術の導入

• AZEC炭素市場構築に関する国際会合
（AZEC-DCM）における域内共通課題の
特定および実効性ある対応策の提示

• パリ協定６条実施パートナーシップを通じた、
国際連携の促進、各国の能力構築（右図）
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市場メカニズムの活用

・世界の温室効果ガスの排出削減を効率的に進めるため、パリ協定第6条には、締約国が協力して対策を実
施し、得られた追加的な排出削減等のクレジットを協力した国や企業等で分配・移転できる「市場メカニズム」
が規定されている。クレジットは、NDCの達成やその他の緩和目的にカウントできる。

・2024年のCOP29にて詳細な運用ルールが決定し、完全運用化が実現。環境十全性や透明性を確保する
仕組みが整ったため、各国政府や企業が協力して行う対策が拡大・加速し、世界全体での緩和の深掘りに
貢献することが期待される。

A・B両国の政府が、環境十全性
などを確認、クレジット分配や利用
について承認する。

G
H

G
 

排
出
量

A国の現状 対策協力実施後

参照排出量

G
H

G
 排
出
量

排
出

量
を

削
減

B国の協力
で対策実施

B国政府and/or企業

A国政府and/or企業

⇒削減クレジットをB国に分配した場合、ダブル
カウントを防止するために、その分を、A国の
排出量に上乗せする（相当調整と呼ぶ）。

＜メカニズムの例＞
• 2国間の協定等（例:JCM）等
• それぞれの国内排出量取引間の連携
• 国連管理のクレジットメカニズムの利用

分配
移転

ク
レ
ジ
ッ
ト

パリ協定第6条に沿った対策協力の構造
（例：A国(ホスト国)において、B国政府and/or企業が協力して対策を実施した場合のイメージ）
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フォローアップ重点項目（案）
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温室効果ガス排出削減の進捗状況（まとめ）

・温室効果ガス排出量全体で2024年度断面では目標の目安に達していない。
・エネルギー起源CO2においては、産業部門以外の運輸部門、業務その他部門、家庭部門、エネル
ギー転換部門（発電）で進捗の遅れ。
・エネルギー起源CO2以外においては、HFCs等4ガス部門で進捗の遅れ。

エネルギー起源CO2の進捗要因分析 産業部門の進捗要因分析
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2013年度排出量 CO2排出原単位要因

エネルギー消費効率要因 活動量要因等

エネルギー転換部門

＜出典＞温室効果ガスインベントリ、地球温暖化対策計画、総合エネルギー統計（資源エネルギー庁）、2030年におけるエネルギー需給の見通し（関連資料）（以上、資源エ
ネルギー庁）等を基に作成

※産業部門、運輸部門、業務その他部門、家庭部門の進捗要因分析の合計にエネルギー転換部門（電熱配分後）の排出量を加えてエネルギー起源CO2総排出量を算出
※進捗率：2024年度の削減量/2030年度の削減量
※各年度の％：各年度の総削減量に占める各要因の削減量の割合
※活動量要因等には要因分解式の構造上、気候要因等も含む。
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省エネ等
（103百万トン削減、
進捗率54％）
活動量等
（74百万トン削減）

CO2排出係数改善
（284百万トン削減）

省エネ等（190百万トン削減）

活動量等（38百万トン削減）

エネルギー転換部門（49百万トン削減）9％

エネルギー転換部門
（27百万トン削減）
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＜出典＞温室効果ガスインベントリ、地球温暖化対策計画、総合エネルギー統計（資源エネルギー庁）、2030年におけるエネルギー需給の見通し（関連資料）（以上、資源エ
ネルギー庁）、鉱工業生産指数、生産動態統計（以上、経済産業省）、国民経済計算（内閣府）を基に作成

※進捗率：2024年度の削減量/2030年度の削減量
※各年度の％：各年度の総削減量に占める各要因の削減量の割合
※各部門でCO2排出係数改善の進捗率が異なるのは、電力と燃料の比率、電力の自家発電比率等が部門により異なるため。
※要因分解の活動量には製造業は鉱工業生産指数、非製造業は産業別GDPを使用。
※活動量要因等には要因分解式の構造上、製造業の産業構造の転換等も含む。

37％

14％

49％

62％

28％

10％

2024年度 2030年度

CO2排出係数改善
（48百万トン削減、
進捗率44％）

省エネ等
（18百万トン削減、
進捗率36％）

活動量等
（64百万トン削減）

CO2排出係数改善
（108百万トン削減）

省エネ等（49百万トン削減）

活動量等（18百万トン削減）
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「2023年度における地球温暖化対策計画の進捗状況（令和7年9月
19日地球温暖化対策推進本部）」（抜粋）

３．今後について
（１）計画の目標達成に向けた取組について

計画の目標達成に向けては、毎年度の温室効果ガス排出量や今回の点検結果も踏まえ、計画に
掲げられた対策・施策を一層推進していくこととする。

（略）

個別の対策については、産業部門の「廃プラスチックの製鉄所でのケミカルリサイクル拡大」
「FEMSを利用した徹底的なエネルギー管理の実施」「産業ヒートポンプの導入」、業務その他部門
の「新築建築物の省エネルギー化」「廃棄物処理業における燃料製造・省エネルギー対策の推進」、
家庭部門の「HEMS、スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施」、運輸部門の
「次世代自動車の普及、燃費改善」「自動走行の推進」「鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推
進」、エネルギー起源CO2以外のGHGの「バイオマスプラスチック類の普及」「家庭における製品廃
棄時のHFCs放出量の削減」 は、排出削減見込量も大きい一方で進捗率が低いことから、より一
層対策を推進し、2030年度目標の達成に向けて尽力していくことが必要である。
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本専門委員会における重点フォローアップ方針（案）①

2023年度における地球温暖化対策計画の進捗状況より抜粋

（産業部門） 「廃プラスチックの製鉄所でのケミカルリサイクル拡大」 「FEMSを利用した徹底的なエネルギー管理の実施」

 「産業ヒートポンプの導入」

（業務その他部門）「新築建築物の省エネルギー化」「廃棄物処理業における燃料製造・省エネルギー対策の推進」

（家庭部門）「HEMS、スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施」

（運輸部門）「次世代自動車の普及、燃費改善」 「自動走行の推進」「鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進」

（エネルギー起源CO2以外）「バイオマスプラスチック類の普及」「家庭における製品廃棄時のHFCs放出量の削減」

○ 黒字は、個々の業種での対策であり、環境省以外の省庁や自主行動計画によるフォローアップ
を想定

○ 赤字は、業種横断の対策であり、ステークホルダー間での連携が必要
    →本専門委員会では、赤字の対策を対象としたい
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本専門委員会における重点フォローアップ方針（案）②

（産業部門）

◼ FEMSを利用した徹底的なエネルギー管理の実施【200万トン、14％】

◼ 産業HPの導入【161万トン、11％】

（業務その他部門）

◼ 建築物の省エネルギー化（新築）【1,010万トン、33％】

◼ 廃棄物処理業における燃料製造・省エネ対策の推進【149万トン、
21％】

◼ 高効率照明の導入【672万トン、235％】

（家庭部門）

◼ HEMS等の導入【569万トン、29％】

◼ 高効率照明の導入【651万トン、241％】

◼ 高効率給湯器の導入【898万トン、49％】

◼ 住宅の省エネルギー化（新築・改修）【843万トン、49％】

（運輸部門）

◼ 次世代自動車の普及、燃費改善【2,674万トン、39％】

◼ トラック輸送の効率化【1,180万トン、70％】

（エネルギー転換）

◼ 再生可能エネルギー電気の利用拡大【20,670万トン、52％】

◼ 再生可能エネルギー熱の利用拡大【3,618万トン、10％】

（6.5ガス）

◼ 製品廃棄時のHFCs放出量の削減（家庭）【113万トン、29％】

◼ バイオプラ類の普及【209万トン、5％】

◼ HFCs製造量・輸入量の削減、冷媒の転換【1463万トン、49％】

◼ 製品使用時のHFCs漏えい量の削減【2,150万トン、53％】

◼ 製品廃棄時のHFCs放出量の削減（業務）【1,690万トン、67％】

【 】内は2030年の削減見込量と2023年度時点での進捗率

○ 赤字は、前頁の本専門委員会におけるフォローアップ対象対策
○ 青字は、2024年度インベントリ分析を踏まえ、2024年断面では進捗が目標の目安に達していない

「業務その他部門」、「家庭部門」、「運輸部門」、 「エネルギー転換部門」 、「エネルギー起源CO2以
外の部門」について、部門における2030年度排出削減見込み量が大きい対策であり、本専門委員
会でフォローアップすることとしたい

→本専門委員会では、赤字と青字の対策を対象とし、さらに、対策を大くくり化し関連施策をまとめて
フォローアップすることとしたい（次ページ参照）



29

本専門委員会における重点フォローアップ方針（案）まとめ

＜①LED照明の普及加速化＞

◼ 高効率照明の導入

＜②建築物の省エネ・省CO2化＞

◼ 建築物の省エネルギー化（新築・改修）

＜③家庭での省エネ・省CO2化＞

◼ 住宅の省エネルギー化（新築・改修）

◼ 高効率給湯器の導入

◼ HEMS等の導入

＜④次世代自動車の普及・貨物の積載効率向上＞

◼ 次世代自動車の普及、燃費改善

◼ トラック輸送の効率化

・対策を以下の通り大くくり化し、関連施策をまとめてフォローアップすることとしたい。

・また、これに加え、JCMの進捗状況のフォローアップも今後実施することとしたい。

＜⑤再生可能エネルギーの利用拡大＞

◼ 再生可能エネルギー電気の利用拡大

◼ 再生可能エネルギー熱の利用拡大

＜⑥生産性向上につながる省エネ・省CO2設備への投資＞

◼ FEMSを利用した徹底的なエネルギー管理の実施

◼ 産業HPの導入

＜⑦サーキュラーエコノミーの推進＞

◼ 廃棄物処理業における燃料製造・省エネ対策の推進

◼ バイオプラ類の普及

＜⑧フロン対策の推進＞

◼ 製品使用時・廃棄時のHFCs漏えい量の削減

◼ HFCs 製造量・輸入量の削減、冷媒の転換
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フォローアップ重点項目（案）
①LED照明の普及加速化
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LED照明への切替加速

・日本照明工業会が策定した「照明成長戦略」では、業界目標として2030年までに照明器具ス
トック市場のSSL（LED照明や有機EL照明など）の比率を100%にすることを掲げている。

・同工業会の調査によれば、2018年度時点でフローにおけるLED化率は既に97.5%に達し、
2019年度以降は99%を超えてほぼ100%で推移している。一方、ストックにおけるLED化率は
2023年度から2024年度にかけて住宅用、非住宅用ともに3～5ポイント増加したものの、2024
年度時点ではいずれも60%台前半にとどまっている。

・また、資源エネルギー庁によると、白熱電球や蛍光灯からLEDへの切り替えにより、白熱電球では
約80%、蛍光灯では約50%～70%程度の節電効果があり、それぞれ半年から数年程度で投
資回収が可能とされている。

出典：資源エネルギー庁省エネポータルサイト
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/gene
ral/howto/lighting/日本照明工業会自主統計よりMURC作成

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/howto/lighting/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/howto/lighting/
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水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

１．改正の経緯・趣旨

・水銀に関する水俣条約第４回締約国会議（令和４年３月）及び第５回締約国会議（令和５年10月及び11月）に

おいて、同条約に基づき製造及び輸出入を廃止する対象製品を追加することが決定した。

・これを受け、新たに廃止対象となった製品について、水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令（平成27年政令
第378号）において、水銀使用製品のうちその製造等に係る規制を行うことが特に必要なものとして定める「特定水銀使用
製品」に追加された。特定水銀使用製品に追加されたものは、その製造及び部品として他の製品の製造に使用することが原
則禁止される。

２．対象の製品及び廃止年限

特定水銀使用製品に以下の製品を追加する。 【】内は条約上（＝政令上）の廃止年限

①ボタン形亜鉛酸化銀電池及びボタン形空気亜鉛電池 【令和７年末】

②一般照明用の蛍光ランプ（電球形蛍光ランプ、コンパクト形蛍光ランプ、直管形蛍光ランプ、非直管形蛍

光ランプ）【種類に応じて、令和７年末、令和８年末又は令和９年末】

③電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ（CCFL）及び外部電極蛍光ランプ（EEFL）【令和７年末】

④圧力計（溶融圧力トランスデューサ、溶融圧力トランスミッター、溶融圧力センサ） 【令和７年末】

電球形蛍光ランプ
(CFL.ni)

直管形蛍光ランプ
（LFLs）

コンパクト形蛍光ランプ
(CFL.i)

非直管形蛍光ランプ
（NFLs）
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水銀使用製品規制（一般照明用蛍光ランプ）に関する国内周知

・水銀汚染防止法施行令を改正（2024年12月）。一般照明用の蛍光ランプの種類に応じて条
約で定められた期限に基づき、段階的に製造・輸出入が禁止される（2026年１月１日からは電
球形蛍光ランプの規制が開始）。

・一般照明用蛍光ランプは国民生活に密接に関わる製品であり、無用な混乱を避けるためにも、正
確な情報を必要な対象に分かりやすく的確に発信する必要があるため、様々なツールを用いて周知
を行っている。

COPで決定した規制に関する周知
（例）蛍光ランプの製造・輸出入禁止に関する周知

特設ウェブサイトの開設ポスター、リーフレット等の
配布・掲示による周知

政府広報によるTV内CM
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フォローアップ重点項目（案）
②建築物の省エネ・省CO2化
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建築物の省エネ・省CO2化（ZEBの導入状況）

・政府は2017年より段階的に非住宅の新築建築物に対して省エネ基準適合義務化の対象を拡
大しており、2025年度に全ての新築建築物に省エネ基準への適合を義務付けた。2030年度以
降に新築される建築物についてZEB基準の水準※の省エネルギー性能確保を目指している。ZEB
水準の達成率は床面積ベース及び件数ベースともに増加傾向にあるが、今後さらなる取

組が必要である。

・ 政府は2050年に建築物ストック平均でのZEB基準の水準を目指しているが、その達成には新築
建築物だけでなく既存建築物の省エネ改修拡大が不可欠である。

※ZEB基準の水準とは再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を現行の省エネルギー基準値から用途に応じて
30％または40%（小規模建築物については20%）削減の水準。『ZEB』は50%以上の省エネルギー化＋再生可能エ
ネルギー等の導入によりエネルギー消費量を100%以上削減の水準。

新築目標
（適合割合）

改修目標
（ストック割合）

（出典）地球温暖化対策計画より作成
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建築物の省エネ・省CO2化（建築物省エネ法改正）

・「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案」が2026年3月27日に閣
議決定された。2050年カーボンニュートラルの実現を図るため、資材製造から解体までのライフサイクル全体の
省エネ・省資源・脱炭素の取組を評価する仕組みを創設するとともに、先導的な省エネ技術を用いた建築物
において、 大臣が個別にZEH・ZEB水準適合を認定する等の改正案が示されている。

（出典）「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定～ライフサ
イクルカーボンの評価による建築物の脱炭素化に向けて～（国土交通省）から作成
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建築物の運用対策による省エネ促進

◼ 空調等の建築物の設備は、真夏の冷房や真冬の暖房等の最大負荷に合わせて設備容量が設
計されるため、実際の運用時は低負荷運転となり、効率の低下、過剰な起動・停止、部分負荷
運転の常態化等が生じる場合がある。

◼ 建築物の省エネ改修に加え、大きなイニシャルコストを要さない設備の運用適正化による省エネの
促進も重要である。

※公共施設における1シーズンの冷房の運転状況を1時間毎に分け、冷房負荷率の大きい順に並べたもの
出典：空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン（国土交通省）

運用改善により省エネ効果が期待される対策例
（中小ビル改修効果モデル事業より）

冷房運転のデュレーションカーブ※

出典：省エネ改修の費用対効果（環境省グリーンビルナビ）
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建築物の運用対策による省エネ促進

◼ 運用により建築物の省エネを図る方法として、デジタル・AI技術を活用して自動で最適な制御をす
る方法がある。

◼ デジタル・AI技術の活用は、省エネだけではなく生産性や快適性の向上にも貢献する。

出典：デジタル・AI技術による省エネ・生産性向上に向けた手引き（概要版）（経済産業省） 出典：人工知能（AI）による空調の省エネを実現 熱負荷予測を活用した自動エネルギーチューニング
（ダイキン工業株式会社ウェブサイトhttps://www.daikin.co.jp/tic/topics/feature/2025/20250507
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建築物の省エネ・省CO2化（NEBs）

・ZEB化により、直接的経済的メリット（光熱費の削減）に加え、NEBs（Non-Energy-
Benefits）と呼ばれるメリットも期待される。

（快適性・生産性の向上、不動産価値の向上、事業継続性の向上等）

（出典）ZEBのメリットってなに？ | 環境省「ZEB PORTAL - ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ゼブ）ポータル」
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フォローアップ重点項目（案）
③家庭での省エネ・省CO2化
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ZEH基準水準適合割合（新築） 省エネ基準適合割合（既存）

家庭での省エネ・省CO2化（ZEHの導入状況）

➢ 政府は2030年度以降に新築される住宅についてZEH基準の水準※の省エネルギー性能確保
を目指している。一方、 政府は2050年に住宅ストック平均でのZEH基準の水準を目指してい
るが、その達成には新築住宅だけでなく既存住宅の省エネ改修拡大が不可欠である。

➢ 既存住宅に対する省エネリフォームについて、持ち家数に対する窓・壁等の断熱・結露防止工事
件数の割合は、税制創設（平成21年度）前後及びその後の期間の両方において増加してい
る。補助・税制・融資により一体的に支援を行ってきているところ、税制も含めたこれらの支援制
度が、当該割合の増加に寄与しているものと考えられる。

※ZEH基準の水準とは強化外皮基準＋再エネを除く一次エネルギー消費量20%以上削減の水準であり、ZEHはこれに加
えて太陽光発電等の再エネ導入による年間一次エネルギー消費量終始ゼロを目指す住宅である。

新築目標

既存目標

※省エネ基準は現行の新築住宅に対して義務化された適合基準である

（出典）地球温暖化対策計画より作成
（出典）総務省「住宅・土地統計調査」より国土交通省作成
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断熱等級の新設と省エネ性能表示制度の概要

◼ 「住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）」に基づく日本住宅性能表示基準におい
て、2022年4月に断熱等級6および7が新設された。ZEH水準である断熱等級5を大きく上回る
極めて高い外皮性能を指す。

◼ BELSは第三者機関が省エネ性能を評価、認証する制度であり、2024年4月に施行された「建
築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」において、BELSは断熱性能等級および一次エネル
ギー消費量性能を消費者に分かりやすく提示するための主要な評価、表示ツールとして位置付け
られている。

出典：住宅性能表示制度の見直しについて（国土交通省）

出典：2024年4月以降、建築物の販売・賃貸時に省エネ性能の表示が求められます（国土交通省）
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家庭での省エネ・省CO2化の効果（1/2）

・経済産業省調査では住宅の機器・設備の更新や使用方法の変更による省エネ・省CO2削減効
果及び光熱費削減効果の試算をおこなっており、例えば戸建に高性能窓や高効率なエアコン・給
湯器を導入した場合、年間約5万円の節約となると試算されている。

・家庭における高断熱設備の導入が健康リスクの低減や家庭内活動の活発化等につながり、省
エネといった経済的な便益のみならず健康的な便益にもつながるという指摘もある。

出典： “「省エネ住宅」と「健康」の関係をご存知ですか？”（2023年改訂版）
（日本サステナブル建築協会）

出典：令和５年度省エネルギー促進広報事業（家庭向け省エネ行動の促進に係る広報事業）報告書
（経済産業省）
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家庭での省エネ・省CO2化の効果（2/2）

・小谷ら（2023）のおこなった2018年北海道胆振東部地震による大規模停電時における太陽
光発電と蓄電池を備えた住宅の実行動に関するインタビュー調査をもとに、災害時においてもほぼ
通常生活を維持し余剰電力を近隣住戸へ供給するなど、省CO2設備が、家庭レベルのみなら
ず地域レジリエンスにも寄与する可能性があることを示唆している。

・電力中央研究所の調査によると、住宅分野において太陽光発電（PV）と蓄電池を組み合わせ
ることで、環境性や日頃の経済的メリットだけでなく停電時の被災者の不安を軽減できることが示
唆されている。

出典：中野一慶、災害時におけるZEHのレジリエンス―アンケートデータと傾向スコアによる
因果効果の分析―
電力経済研究 No.69 | 電力中央研究所

出典：中野一慶、住宅における災害時の太陽光発電等の有用性
Microsoft PowerPoint - 240724【東京都】レジリエンスver01

https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/periodicals/69/05.html
https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/periodicals/69/05.html
https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/periodicals/69/05.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/0724denntyuuken
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/0724denntyuuken
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/0724denntyuuken
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/0724denntyuuken
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/0724denntyuuken
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/0724denntyuuken
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/0724denntyuuken
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/0724denntyuuken
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フォローアップ重点項目（案）
④次世代自動車の普及・貨物の積載効率向上
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次世代自動車のフローとストック（自動車全体）
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次世代自動車国内販売台数 ※暦年値 次世代自動車国内保有台数

《2013年比》[2023年比]

◼ 2009年4月から開始されたエコカー減税及びエコカー補助金等の影響により、ハイブリッド車・電気自動車等のエコ
カーの保有台数は近年急増している。エコカーの販売台数も急増しており、2020年の急激な減少があったものの、
2021年以降は再び増加に転じており、2024年は過去最大の販売台数となった。

◼ 2024年の総販売台数に占めるエコカーの割合は56.6％で2023年比6.9ポイントの増加、2024年度の自動車の
総保有台数に占めるエコカーの割合は21.8％で2023年度比1.8ポイントの増加となっている。

＜出典＞一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人次世代自動車振興センター、一般社団法人自動車検査登録情報協会ウェブサイトをもとに作成

※電気自動車は2009年、プラグインハイブリッド車は2011年、燃料電池自動車のデータは2014年実績より計上を開始。
※四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある。
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次世代自動車のうち、電気自動車の状況

◼ 乗用車BEVについて、直近は軽自動車を除く乗用車BEVの登録台数の伸びが大きく、2026年1月～3月には、月別の
登録台数が3か月連続で過去最多となった。

◼ 次世代自動車（貨物）の国内保有台数及び貨物車BEVの国内販売台数は、共に近年増加傾向にある。

＜出典＞一般財団法人 自動車検査登録情報協会、日本自動車販売協会連合会、一般社団法人全国軽自動車協会、IEA Global EV Outlook 2025をもとに作成

【乗用車】

主要メーカー別 軽自動車を除く乗用車BEVの登録台数軽自動車を除く乗用車BEVの登録台数 及び軽乗用車BEVの販売台数
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貨物の積載効率向上に向けた物流関連二法

◼ 物流効率化等に向け、以下の物流関連二法を改正し、2025年4月1日に施行。貨物の積載効
率向上を通じ、結果としてCO2排出量削減につながることが期待される。

＜出典＞国土交通省四国運輸局高知運輸支局「物流関連二法の改正について」（令和７年３月２１日）

① 流通業務総合効率化法
物流の効率化等に向け、荷主・物流事業者の双方に対し、下記のような取組の努力義務等を制定。

◎KPI
上記改正法のもとでの取組を通じて、2028年度に2019年度比で以下のKPI達成を目指す。
✓ 荷待ち・荷役時間の削減（年間125時間/人削減）
✓ 積載率向上による輸送能力の増加（16パーセント増加）

② 貨物自動車運送事業法
トラック事業者の取引の透明化と適正化に向け、書面交付／健全化措置／実運送体制管理等に関する規制的措置を制定。
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総合物流施策大綱における脱炭素化の方向性

◼ 物流を単なるコストではなく、新たな価値を創造するサービスとして捉え直し、より上質で魅力ある産業へと転
換させるため、2026年度～2030年度を対象期間とした「総合物流施策大綱」が策定された。

◼ その中で「物流に携わる多様な関係者の連携・協力による物流標準化と物流DX・GXの推進」が施策の1つ
として掲げられ、「持続可能な地球環境やカーボンニュートラルの実現に向けたサプライチェーン全体の脱炭素
化の推進」に取り組むこととしている。

＜出典＞国土交通省「総
合物流施策大綱（2026
年度～2030年度）」

指標名 現状値 目標値

一定規模以上の輸送能力を有する輸送事業者
の省エネ改善率

特定貨物輸送事業者（トラック200台～、鉄道300両～、船
舶2万総トン～）-0.88％、特定航空輸送事業者（9,000 
トン～） -1.55％（2023年度）

毎年度、直近５年間の改善率
の年平均-１％

8t 以下の小型商用車における新車販売台数に
占める電動車の割合

ー 20～30％（2030年まで）

脱炭素化された物流施設の数 125 施設（2025年12月時点） 200 施設（2030年度）

港湾脱炭素化推進計画を作成済の港湾 44 港湾（2024年度） 100 港湾（2030年度）

日本の港湾におけるサーキュラーエコノミーポート
の選定数

０港湾（2025年） 22 港以上（2030年）

「持続可能な地球環境やカーボンニュートラルの実現に向けたサプライチェーン全体の脱炭素化の推進」に関わる指標と目標値



50

トラック（営業用貨物自動車）の積載効率

◼ 営業用貨物自動車の積載効率は2019年度まで減少傾向にあったが、2020年度以降は増加
傾向にある。

◼ 2024年度は41.3%で、総合物流施策大綱において2030年度目標は44%となっている。

＜出典＞国土交通省「自動車輸送統計年報」、国土交通省「総合物流施策大綱（2026年度～2030年度）」から作成
積載効率＝輸送トンキロ/能力トンキロで算定

41.1%40.9%
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フォローアップ重点項目（案）
⑤再生可能エネルギーの利用拡大
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再エネの利用拡大

・2024年度の電源構成に占める再生可能エネルギー（水力含む）の割合は23.1%となり、
2013年度の10.9%から12.2ポイント増加。

電源構成の推移電源種別の発電電力量の推移

＜出典＞エネルギー需給実績（資源エネルギー庁）を基に作成

※事業用発電及び自家用発電を含む国内全体の発電施設を対象としている。

※ 四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある。
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再生可能エネルギー導入量の推移（太陽光発電、風力発電）

◼ 太陽光発電、風力発電ともに累積導入量は増加している。

◼ 太陽光発電については、2012年7月から開始された固定価格買取制度等により、累積導入量が増加している。

◼ 風力発電については、2023年度から大規模洋上風力の運転開始等により、累積導入量が増加している。

＜出典＞National Survey Report of PV Power Applications in 
JAPAN 2022（国際エネルギー機関（IEA））やTrends in 
Photovoltaic Applications 2025（IEA）を基に作成

①太陽光発電の累積導入量 ②風力発電の累積導入量

※各年度3月時点の値を使用。
＜出典＞電力調査統計（資源エネルギー庁）を基に作成
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再生可能エネルギー導入量の推移（固定価格買取制度）

◼ 2012年7月から開始された固定価格買取制度開始後の再生可能エネルギー発電設備の設備容量は増加を続
けており、そのうち太陽光発電が大半を占めている。

◼ 一方で、固定価格買取制度における発電電力量の買取実績を見ると、太陽光の割合が最も多くなっているものの、
累積導入出力ほど多くの割合を占めていない。累積導入出力の割合と比較すると、風力、バイオマスの買取電力量
が比較的大きい。

＜出典＞ 固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト（資源エネルギー庁）を基に作成

※制度開始は2012年7月1日であるため、2012年度は7月以降の累積となる。
※設備容量は、各年度3月時点の導入容量（新規認定分）を使用。

①固定価格買取制度開始（2012年7月1日）後の
再生可能エネルギー発電設備の設備容量

②固定価格買取制度における再生可能エネルギー
発電設備を用いた発電電力量の買取実績
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地域共生型再生可能エネルギーへの重点化

・大規模太陽光発電事業に関する対策パッケージでは、太陽光発電の不適切事案に対する法的
規制の強化等、地域との取組との連携強化、地域共生型への支援の重点化が掲げられている。

<出典>大規模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議（内閣官房）
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需要側の調整機能活用の必要性（「Electricity 2026」（IEA））

・「Electricity 2026」（IEA）では、電力システムの柔軟性向上について以下のように整理。

➢ 太陽光発電や風力発電、蓄電池の普及拡大に加え、EVやヒートポンプ、データセンターなどの時
間的・地理的に集中した電力需要が生まれており、電力の需給パターンが変化しつつある。

➢ 産業や民生における需要応答（Demand Response：DR）による需要側の柔軟性向
上は、変動性の高い再エネ比率が増加している電力システムにおいて不可欠。

➢ DRのポテンシャルは大きいが、現状では十分に導入されていない。産業部門は熱を利用する
工程では自動化や蓄熱によって電力使用量のシフトが可能。民生部門では暖房、冷房、給湯
等の需要を制御可能な技術の導入、設定温度の調整等によりDRが可能。

➢ DR促進には、電力需要を自動制御する機器の導入促進、小売電気事業者やアグリゲーター
がDRプログラム提供体制を構築するための投資促進・制度設計等が必要。

➢ 事業者規模の蓄電池は、再エネ電力のバランス調整において柔軟性向上に資する。

<出典>ディマンド・リスポンス（DR）について（資源エネルギー庁） <出典>電力の需給バランスを調整する司令塔「アグリゲーター」とは？（資源エネルギー庁）



57

需給調整市場における低圧リソースや機器個別計測の活用開始

・2026年4月より、需給調整市場における低圧リソースや機器個別計測の活用が開始。

・電力需給市場の買い手は一般送配電事業者、売り手は発電機などのリソースを保持する発電事
業者等であり、 一般企業や家庭もアグリゲーターを通じた需給調整市場への参加が可能。

<出典>需給調整市場かいせつ資料（一般社団法人電力需給調整力取引所）
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フォローアップ重点項目（案）
⑥生産性向上につながる省エネ・省CO2設備への投資
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生産性向上につながる省エネ・省CO2設備への投資

・製造業のIIP当たりエネルギー消費量の推移をみると、主要6業種（鉄鋼業、窯業土石製品製
造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、食料品製造業、機械製造業）に比べ、主要6
業種以外の業種ではエネルギー消費原単位の改善が進んでいない可能性がある。

・業務その他部門の床面積当たりエネルギー消費量の推移を「分類不能・内訳推計誤差※」を含む場
合と除く場合で比較すると、純粋な業務その他部門のみでは部門全体ほどエネルギー消費原単位の改
善が進んでいない可能性がある。※業務その他部門の内数として計上されている総合エネルギー統計における誤差項。

・製造業の主要6業種以外や業務その他部門では引き続き、省エネ取組が重要な位置づけとなる。

製造業のIIP当たりエネルギー消費量の推移 業務その他部門の床面積当たりエネルギー消費量の推移

（出典）総合エネルギー統計（資源エネルギー庁）、EDMC/エネルギー・経済統
計要覧（2025年版）（（一財）日本エネルギー経済研究所）を基に作成

（出典）総合エネルギー統計（資源エネルギー庁）、鉱工業生産指数（経済産業省）
を基に作成
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温室効果ガス排出削減等指針

・温室効果ガス排出削減等指針では、温対法に基づき、①事業活動、②日常生活に起因する
GHG排出削減に向けて、事業者が努力義務として実施すべき措置を示している。

・指針ウェブサイトでは、産業部門・業務その他部門それぞれにおいて特に削減効果の高い対策を
中心に、そのCO2削減量、運用コスト削減額等を紹介。

・指針ウェブサイトでは、更に、事業者に求められる基本姿勢や具体的な削減対策を実践していく上
での参考情報として、「指針に沿った各主体の取組ガイド」を掲載している（中小事業者向け、
地方公共団体向け、ばい煙発生施設向け、BtoC事業者向け、金融機関向け）。

出典：温室効果ガス排出削減等指針ウェブサイト（環境省）

産業部門（工場等）のCO2削減効果が高い対策 業務その他部門（オフィスビル等）のCO2削減効果が高い対策
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フォローアップ重点項目（案）
⑦サーキュラーエコノミーの推進
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循環型社会形成推進基本計画の進捗状況

・令和７年度環境白書では循環経済（CE:Circular Economy）の進捗状況について以下のように示している。

➢ 資源生産性（=GDP/天然資源等投入量）は2022年度で約47.5万円/トンとなっており、2000年度の25.3万円
/トンと比較すると約88%上昇した。なお2030年度において60万円/トンとすることを目標としている。

➢ 入り口側の循環利用率（=循環利用量／（循環利用量＋天然資源等投入量））は2022年度で約16.3%と
なっており、2000年度の約10%と比較すると約6.3ポイント上昇した。なお2030年度において19%とすることを目標
としているが近年は伸び悩んでいる。

➢ 出口側の循環利用率（=循環利用量／廃棄物等発生量）は2022年度で約43.3%となっており、2000年度の
約36%と比較すると約7.5ポイント上昇した。なお2030年度において44%とすることを目標としているが近年は伸び
悩んでいる。

➢ 循環的な利用の現状として、2023年度における全市町村に対する分別収集実施市町村の割合は、ガラス製容器、
ペットボトル、スチール製容器（飲料又は酒類用）、アルミ製容器（飲料又は酒類用）、段ボール製容器で9割を
超え、紙製容器包装については約3割、プラスチック製容器包装については7割を超えている。
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Recycling of Critical Minerals（IEA）の概要

◼ 電気自動車や蓄電池などに用いられる重要鉱物（銅、リチウム、ニッケル、コバルト、レアアース等）
のリサイクルによって、バージン鉱物の採掘・加工と比較して平均約80%のGHG排出量削減が見
込まれる。さらに水利用やエネルギー利用の削減にもなる。

◼ 重要鉱物リサイクルの拡大は2050年までの新規鉱山開発需要を25~40%低減し、新規鉱山へ
の2040年までの累積投資が約30%減少する。また、供給リスクの緩和にもつながる。

出典：IEA 「Recycling of Critical Minerals」（2025）

表明公約（APS）シナリオ※1とネットゼロエミッション（NZE）
シナリオにおけるリサイクルによる新規鉱山への投資削減効果

リサイクルによるGHG排出量、水消費、エネルギー利用
における削減効果

※1 表明公約（APS）シナリオ：各国が宣言した公約を反映したシナリオ
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循環経済に関する関係閣僚会議の開催

◼ 循環経済の実現を国家戦略として、政府全体で戦略的・統合的に行うため、循環経済に関する関係閣僚
会議を開催。

◼ 循環経済への移行を加速するため、第4回関係閣僚会議において「循環経済行動計画」を決定。

• 「循環経済行動計画」を会議決定。
• 2030年に向け、鉄や永久磁石などについて再生材供給目標を設定した「メタルリサイク

ル推進戦略」を循環経済行動計画に位置付け、金属やプラスチックの再資源化拠点の構
築等に官民で約１兆円の投資を目指す。

第３回循環経済に関する関係閣僚会議（2026年3月6日）
• 議長の内閣官房長官より、「循環経済行動計画」を同年4月を目途に取りまとめるよう指示。
• 構成員として、総務大臣、外務大臣、財務大臣を追加。局長級の幹事会を設置。

第２回循環経済に関する関係閣僚会議（2024年12月27日）
• 「循環経済への移行加速化パッケージ」を会議決定。
• 総理から、本閣僚会議が今後とも司令塔となって、国家戦略として循環経済への移行を推し進めるよう発言。

第１回循環経済に関する関係閣僚会議（2024年7月30日）
• 第五次循環型社会形成推進基本計画案を提示し、了承。

過去の開催

第４回循環経済に関する関係閣僚会議（2026年４月21日）

議長 ：内閣官房長官 副議長：経済産業大臣、環境大臣

構成員  ：内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、内閣府特命担当大臣(地方創生) 、
総務大臣、外務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣

循環経済の実現を国家戦略として、政府全体で戦略的・統合的に行うため、循環経済に関する関係閣僚会
議を開催。

会議趣旨：

第4回閣僚会議の様子
（首相官邸HP）
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「循環経済行動計画」概要

出典：内閣官房 循環経済（サーキュラーエコノミー）に関する関係閣僚会議（第4回）資料１

「循環経済行動計画」概要 

・再資源化事業等高度化法に基づく、製造業への再生材供給等に係る事業認定（３年で
100件以上）

・再生プラスチック等の需給拡大に向けた支援・ルール整備（容器包装を由来とした高品質な
再生プラスチック供給に向けた動静脈連携取組等の促進、改正資源有効利用促進法に
基づく再生材の需要創出及び環境配慮設計の促進）

・自動車製造業における再生プラの利用拡大のためのロードマップの実施（再生材利用認証
スキーム、再生プラ集約拠点構想、鉄やアルミへの横展開（産官学コンソーシアム））

・再生材品質保証等のためのトレーサビリティ確保に向けた情報流通プラットフォームの実装

・戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）におけるプラスチック資源循環システム構築に  
係る研究開発実証

・AI、ロボットによる作業負荷軽減・生産性向上、外国人育成就労・特定技能制度の活用
も含めた担い手の育成

・太陽光パネルリサイクル推進法案（判断基準の段階的強化）、リサイクル費用低減と処
理体制の整備

・「リチウムイオン電池総合対策パッケージ」に基づく、分別回収の徹底や再資源化の促進

・G7、日米、クアッド、日ASEAN等での合意を深化させ、我が国の強みを生かして国際資源
循環体制を構築（重要鉱物等リサイクルに関する同志国連携）

・ASEAN主要国において、E-waste/バッテリーの回収や適正解体等に関する法令整備、
民間連携等を支援

・バーゼル法に基づくE-scrap等の輸入手続の迅速化（電子化により、数か月→１か月）

・企業の情報開示スキームである「グローバル循環プロトコル（GCP）1.0」の企業現場や金
融機関での活用、企業の意見を踏まえたバージョンアップを主導、国際標準化の取組

５．循環経済を国民運動に

４．資源循環分野の国際ルール形成

・資源循環に取り組む自治体の底上げ、地域の資源循環ビジネスの創出等支援
・地域資源を活用した地域脱炭素の推進等、意欲的な自治体の取組支援
・「リユース等の促進に関するロードマップ」に基づく取組の推進
・農山漁村のバイオマス資源の徹底活用、まちづくり・インフラ整備における資源循環の推進
・食品ロス削減、食品リサイクルの推進、持続可能な航空燃料（SAF）の供給・利用の促進
・サステナブルファッション、使用済紙おむつリサイクルの推進

３．地域循環資源の徹底活用による地域活性化

（１）再資源化拠点等の構築・ネットワーク形成

１．再生資源供給サプライチェーンの強靱化
（重要鉱物、金属資源等）

・投資促進のための多角的な経済的支援スキームの構築（予算面、金融面等）
（制度的措置を含む）
➢前処理・保管（備蓄機能を含む）・再資源化・製錬等の拠点整備・ネットワーク形成
➢都市鉱山からのレアメタル、レアアース等の製錬・分離精製、解体選別などの技術開発
➢資源循環産業の振興（事業規模拡大、高度リサイクルの事業性確保等）
➢太陽光パネルリサイクル体制整備、リチウムイオン電池の再資源化、高品質再生プラス

チック製造のための高度選別施設の整備 等

（２）動静脈連携（製造業と資源循環産業）による産業競争力強化

２．日本をハブとする国際資源循環ネットワークの構築

・製品製造に当たっての段階的な再生材利用の数値義務化とあわせたインセンティブ創出
・再生材利用製品に係る公共調達の推進
・消費者受容性検証のための実証
・サーキュラーパートナーズ（CPs）を通じた資源循環の高度化と社会実装の推進
・CEコマース市場拡大のため取組を促進

（３）循環資源の海外流出の抑制

（４）一般消費者等の再生材の受容性向上と需要拡大に向けた環境整備

・不適正スクラップヤード対策、使用済物品の輸出確認制度・国内再生原則の創設（廃棄
物処理法等改正案）

・金属スクラップ等の国内資源循環促進のための海外流出抑制策（関係機関（環境・
経産・税関等）が連携した水際での対応の一層の強化等）

＜メタルリサイクル推進戦略＞
・我が国の自律性・不可欠性の向上に向け、我が国産業の国際競争力の確保を前提と

して、今後確保に注力すべき重要鉱物、金属資源等について2030年までの再生材供
給の目標（需要に占める再生材の割合等）を設定。また再生資源使用製品の付加
価値に関する国際標準づくりに取り組む。＜マクロアプローチ＞

・使用済物品（鉄スクラップ、永久磁石等）の回収・選別、再資源化、再生資源を用いた
製品製造に係る実証・技術開発等の実施、スキーム整備 等

・経済的支援スキームによる支援等により、2030年までに官民で約１兆円の投資を目指す

鉄

アルミ
銅

永久磁石
※上記以外についても、再生材供給の拡大可能性に関する調査、推計を実施。

・以下の資源回収、再資源化等の強化策等を時間軸で整理＜ミクロアプローチ＞

：鉄スクラップを高品位化する処理能力約200万トン/年を目安に、追加的に
 国内で確保

：展伸材(板・棒製品)の国内生産量の約４割を目安に、再生アルミ原料由来に
：国内で生産される銅（電解銅）の約３割を、再生資源由来に
：国内供給される永久磁石原材料の約３割を、リサイクルで

・「循環経済パートナーシップ（J4CE）」、「サーキュラーパートナーズ（CPs）」、「資源循環
自治体フォーラム」等を活用した主体間連携の推進

・「GREEN×EXPO 2027」の会場での資源循環の取組と情報発信

（５）社会的課題への対応
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メタルリサイクル推進戦略

出典：内閣官房 循環経済（サーキュラーエコノミー）に関する関係閣僚会議（第4回）資料１
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「循環経済行動計画」主要施策の概要

循環資源の海外流出の抑制再資源化拠点等の構築・ネットワーク形成

①多角的な経済的支援スキーム（予算面、金融面等）の構築（制度的措置を含む）
• 再資源化拠点等の構築（前処理・保管/備蓄・港湾インフラ・製錬等）・ネットワーク
形成等に対する投資支援を行う。

• 設備投資支援と併せて、脱炭素化支援機構（JICN）などの官民ファンドの活用、
中小企業支援も含めた、効果的な融資やリスクマネー供給などを実施・検討する。

①ASEANにおけるE-waste等の回収・処理支援
• ASEAN等において重要鉱物等の金属資源を含

む廃電子基板や廃蓄電池等（E-waste等）を
回収・処理し、我が国製錬施設等でリサイクル
を行い、バリューチェーンで再利用する国際資源
循環体制を構築することを目指す。

• 2024～2025年にかけてASEAN５カ国（イン
ドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム）と
５ヶ年の実施計画を策定。計画に基づき、E-
waste等の回収や適正解体等に関する法令整
備、民間連携等の支援を実施中。

• 廃自動車・EVバッテリーについては、経済安全
保障に重要な金属資源の回収による資源確保
に向けて、実態調査等を実施。

②e-scrap等の輸出入手続の迅速化・合理化
• e-scrap等の輸出入手続について、バーゼル条

約に基づく輸入手続を迅速化（電子化により、
数か月→１か月）し、同志国間での手続簡素
化・合理化を実現する。

②鉄スクラップ・永久磁石等の高度リサイクル実証
• グリーン鉄の原料となる高品位鉄スクラップを追

加的に年間約200万㌧を目安に確保するため、
動静脈企業が連携し、低品位鉄スクラップの
高度選別等の技術実証を実施。 

• 工程端材や使用済製品からの永久磁石の回
収、再資源化、製品製造までの取組を実証。

事業イメージ：自動車の精緻解体

再生材の受容性向上と需要拡大に向けた環境整備 日本をハブとする国際資源循環ネットワークの構築

①不適正スクラップヤード規制・使用済物品への
輸出確認制度の導入（廃棄物処理法改正案）

• 環境対策にコストをかけずに高値で資源を買い
集め、公正な競争環境を阻害している不適正
スクラップヤードを規制するため、使用済金属・
プラスチック物品を保管・再生する事業者に
許可制を導入。

• 環境大臣の輸出確認の対象を廃棄物から環境
汚染のおそれのある使用済物品に拡大し、国内
の適正な再生能力の維持等を図る。

①再生材の利用義務化の対象拡大（改正資源有効利用促進法）
• 製造事業者等に再生プラスチックの利用計画策定・定期報告を求める改正資源有効利

用促進法が令和8年4月より施行され、再生プラスチックの利用が増加するよう国としてモ
ニタリングを行う。業界の実情を踏まえつつ、対象となる事業者の範囲の拡大や、他の再
生資源の対象追加を検討。

• さらに、取組が進んでいる製品については、令和10年度までに段階的に一定の再生プラ
スチック利用率の義務化を行うことを検討。

②再生材利用のインセンティブ創出
• 再生材の利用拡大に向けて、製造事業者等に対し、再生材利用に係るコストを低減す
るための実証・支援を検討。

③公共調達の推進
• 2030年度までにグリーン購入法基本方針に位置づけられる全ての特定調達品目に原則

として再生プラスチック利用率等の循環性基準を導入。
• 改正資源有効利用促進法における認定製品等の取扱いについて
令和8年度に検討。

④再生材利用に対する消費者の理解醸成
• サーキュラーパートナーズ（CPs）等を活用し、消費者の再生材利用
製品に対する受容性や市場における評価を把握するための実証を行う。

②バーゼル法の厳格な運用・水際対策の強化
• 過去のバーゼル法に係る不法事案の傾向分析を行い、分析結果を環境省、経済産業

省、税関等の関係機関で共有し、厳格な水際対策のための連携体制を構築。

• 金属資源を含むスクラップを中心に、バーゼル法における対象物の範囲と該否判断基
準をより明確にし、関係機関や事業者に周知徹底することで、法の厳格な運用を実現。

③循環資源の海外流出抑制策の更なる検討
• 諸外国が講じている循環資源の海外流出抑制策も参照しつつ、関係省庁で更なる措

置を検討。（REsourceEU行動計画等）

③再生プラスチック集約拠点構築
• 自動車等ものづくり産業向けに安定した量と質の
再生プラスチックを供給する集約拠点の構築の
ため、ビジネスモデルの検討、集約拠点に必要
となる技術の体系化・実証、設備導入支援を
実施。

「循環経済行動計画」主要施策の概要

出典：内閣官房 循環経済（サーキュラーエコノミー）に関する関係閣僚会議（第4回）資料１
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フォローアップ重点項目（案）
⑧フロン対策の推進
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HFCs排出量の推移

◼ HFCs排出量は、2005年以降増加傾向にあったが2022年に減少に転換。2024年は 
３年連続で排出量が減少。

◼ 「地球温暖化対策計画」（令和７年２月閣議決定）に関して設定されている2030
年・2040年の削減目標の達成に向けて、一層の取り組みが求められている。

HFCs排出量の推移
（出典：温室効果ガスインベントリなどを基に環境省作成）

2030年目標

約 893万 t

（2013年比 約 59 %減）

2040年目標

約 447万 t

（2013年比 約 80 %減）

2024年 約 2,760万 t

（2013年比 約 25 ％増） 

（註）本年２月の地球温暖化対策計画策定後の排出量の算定方法の見直しにより、同計画策定時の目標値から変更されている。



70機器種類別の排出量（2024年）

家庭用エアコン

業務用
冷蔵冷凍機器

カーエアコン
など

業務用エアコン

HFCs排出量
合計

約 2,760万 t

約 23 %

（約 642万 t）

約 24 %

（約 650万 t）

約 9 %
（約 248万 t）

約 33 %

（約 905万 t）

◼ HFCsの排出量について、機器のライフサイクル段階別の内訳は、製造時が約0.2%、使用時
が約42%、廃棄時が約46％となっている。

◼ 一方、機器の種類別の内訳は、業務用エアコンが約33％、業務用冷蔵冷凍機器が約
24％と多く、次いで家庭用エアコンが約23％となっている。

出典） 温室効果ガスインベントリの算定データを元に環境省作成

冷媒用途以外での
排出

約 11 %
（約 315万 t）

HFCs排出量の内訳（CO2換算ベース）

冷媒用途以外での
排出

機器ライフサイクル段階別の排出量（2024年）

廃棄時

使用時

約 46 %

（約 1,270万 t）

約 42 %

（約 1,168万 t）

製造時

約 0.2 %
（約 7万 t）

HFCs排出量
合計

約 2,760万 t

約 11 %
（約 315万 t）
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HFCs排出量の内訳の詳細（CO2換算ベース）

◼ ライフサイクル段階別・機器種類別の内訳をクロス集計すると、業務用エアコンの廃棄時の未回収、
次いで家庭用エアコンの廃棄時の未回収による排出が最大のボリュームを占めている（合わせて全
体の４割を上回る）。

◼ ３番目の排出源は業務冷蔵冷凍機器の使用時漏洩（24時間稼動、配管の複雑さ・設置後の
レイアウト変更などの理由で、業務用エアコンより漏洩しやすいと考えられる）。

HFCs排出量

合計

約 2,760万 t 

業務用冷蔵冷凍機器・使用時
約 15 %

（約 426万 t）

業務用エアコン・使用時
約 13 %

（約 351万 t）

家庭用エアコン・廃棄時
約 16 %

（約 455万 t）

その他

HFCs排出量の内訳（ライフサイクル段階別・機器種類別）（2024年）

業務用
エアコン
廃棄時

家庭用
エアコン

廃棄時

業務用
冷蔵冷凍機器
使用時

業務用
エアコン
使用時

家庭用
エアコン

使用時

業務用
冷蔵冷凍機器

廃棄時

業務用エアコン・廃棄時

約 20 %

（約 550万 t）

出典） 温室効果ガスインベントリの算定データを元に環境省作成
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フロン類対策ワーキンググループ開催趣旨・スケジュールについて

◼ 法律の制定・改正の経緯と本合同会議における検討の目的

➢平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法

（フロン回収破壊法）」を制定。

➢平成25年にフロン回収破壊法をフロン類の製造から使用、廃棄に至るライフサイクル全体の

  包括的な対策を講ずるために「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

（フロン排出抑制法）」に大幅改正し、平成27年４月に施行。

➢令和元年に廃棄時回収率向上のためフロン排出抑制法を一部改正し、令和２年４月に施行。

➢令和7年3月末で改正フロン排出抑制法の施行後５年を迎えたため、改正法の施行状況について

検討を加え、その結果に基づいて必要な対策の方向性を示す。

◼ 主な検討内容

➢令和元年改正の施行状況評価

➢さらなる排出抑制に向けた検討

◼ 開催日程（予定）

➢第１回：令和８年３月２７日（金）１３：００－１５：００

➢第２回：令和８年４月７日（火） １４：００－１６：００

➢第３回：令和８年５月１２日（火）１４：００－１６：００

➢第４回：令和８年６月２６日（金）１５：００－１７：００

➢第５回：令和８年冬ごろを予定
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フォローアップ重点項目（案）
⑨JCMの推進
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JCM（二国間クレジット制度）

• JCMは、日本とパートナー国の間で、日本の企業や政府が技術や資金の面で協力して対策を実行し、得ら
れるGHG削減・吸収量を、両国の貢献度合いに応じて配分する仕組み。

• 日本への削減・吸収量の移転は、パリ協定6条に沿って行う（クレジット量は保守的に算定し、両国政府が
承認。日本はNDC達成にカウントし、相当分はパートナー国の削減・吸収量に計上しない）。

• クレジットを原資として、脱炭素型のサービスを利用する際のパートナー国側のコスト負担を抑制しつつ、日
本からの脱炭素投資を呼び込むことで、日本とパートナー国双方の削減・吸収量の増大に貢献するとともに、
経済の活性化や持続可能な発展にも貢献する。

両国政府による制度の
共同運営
• 削減・吸収量の測

定・報告・検証
• クレジット量や用途を

承認 など

パートナー国

日本

事業分野

再エネ

廃棄物

農業 CCS

森林

省エネ

G
H

G

排
出
量

ク
レ
ジ
ッ
ト

G
H

G

排
出
量

対策
実施

排
出
削
減
・
吸
収
の
総
量

パートナー国
のNDC達成
に活用

日本のNDC
達成に活用

※民間企業の取得
分はGX-ETS等で
のオフセット可能

削減・吸収量とクレジット発行移転の構造

移転

移転した分はパ  ナ 国の
削減・吸収にカウン しない
（パリ協定6条の国際ル ル）
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JCMにおける削減・吸収量の考え方とクレジットについて

1. 全体の削減効果のうち、保守的に設定したリファレンス排出量とプロジェクト排出量の差分がJCMクレジッ
トとして発行される。リファレンス排出量はパートナー国の最新のNDCを考慮にしつつ設定される。

2. JCMプロジェクトによる全体の削減・吸収量の効果はBaU（Business as Usual）排出量とプロジェクト
排出量の差分であり、JCMクレジットとして発行されない分と発行される分からなる。いずれもパートナー国
と日本のNDC達成に貢献するものである。

3. 各国政府とプロジェクト参加者への削減・吸収量の配分は、両国で構成される合同委員会において各主
体の貢献を考慮にいれつつ協議し決定される。貢献としては、資金貢献に加え、技術供与や運営面での
貢献も加味される。

プロジェクト関連
排出量

プロジェクト開始時 クレジット期間終了時 時間

パートナー国のインベントリに
反映され、パートナー国の
NDC達成に貢献

JCMクレジット化され、
日本が取得する削減・吸収量

JCMプロジェクトによる
総削減・吸収量

日本のNDC達成に活用etc.

日本の貢献

パートナー国の貢献

プロジェクト排出量

JCMクレジット
（日本取得分）

JCMクレジット
（パートナー国分）

クレジット化されない
削減・吸収量

JCMクレジット化され、
パートナー国に発行される
削減・吸収量
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32

JCMパートナー国32か国一覧 2026年4月16日時点

JCMプロジェクト：298件

エチオピア3

ケニア 6事業4

セネガル 2事業18

チュニジア 5事業19

タンザニア30
チリ 17事業14

メキシコ 5事業12

コスタリカ 2事業9

※番号は署名順

※環境省・経済産業省支援事業及び民間JCM案件を加えた全案件数

アゼルバイジャン20

ジョージア 1事業22

ウクライナ29

モルドバ21 2事業

サウジアラビア 3事業13

アラブ首長国連邦26

オマーン32

1事業

1事業

12事業モンゴル1

バングラデシュ 7事業2

モルディブ 4事業5

ベトナム 51事業6

ラオス 7事業7

インドネシア 62事業8

パラオ 7事業10

カンボジア 10事業11

ミャンマー 8事業15

タイ 58事業16

フィリピン 23事業17

スリランカ 3事業23

ウズベキスタン      24

パプアニューギニア25

キルギス27

カザフスタン28

インド31

1事業



77

本専門委員会における重点フォローアップ方針（案）まとめ

＜①LED照明の普及加速化＞

◼ 高効率照明の導入

＜②建築物の省エネ・省CO2化＞

◼ 建築物の省エネルギー化（新築・改修）

＜③家庭での省エネ・省CO2化＞

◼ 住宅の省エネルギー化（新築・改修）

◼ 高効率給湯器の導入

◼ HEMS等の導入

＜④次世代自動車の普及・貨物の積載効率向上＞

◼ 次世代自動車の普及、燃費改善

◼ トラック輸送の効率化

・対策を以下の通り大くくり化し、関連施策をまとめてフォローアップすることとしたい。

・また、これに加え、JCMの進捗状況のフォローアップも今後実施することとしたい。

＜⑤再生可能エネルギーの利用拡大＞

◼ 再生可能エネルギー電気の利用拡大

◼ 再生可能エネルギー熱の利用拡大

＜⑥生産性向上につながる省エネ・省CO2設備への投資＞

◼ FEMSを利用した徹底的なエネルギー管理の実施

◼ 産業HPの導入

＜⑦サーキュラーエコノミーの推進＞

◼ 廃棄物処理業における燃料製造・省エネ対策の推進

◼ バイオプラ類の普及

＜⑧フロン対策の推進＞

◼ 製品使用時・廃棄時のHFCs漏えい量の削減

◼ HFCs 製造量・輸入量の削減、冷媒の転換
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今後の予定

①LED照明の普及加速化

②建築物の省エネ・省CO2化

③家庭での省エネ・省CO2化

④次世代自動車の普及・貨物の積載効率向上

⑤再生可能エネルギーの利用拡大

⑥生産性向上につながる省エネ・省CO2設備への投資

⑦サーキュラーエコノミーの推進

⑧フロン対策の推進

⑨JCMの推進

⚫ 5月の後半に2回程度、本専門委員会（第10回、第11回）を開催し、前頁の方針でフォローアップを実
施予定。

⚫ 第11回においては、フォローアップのご審議を踏まえ、地球温暖化対策計画の進捗状況（環境省取りまと
めの対策・施策）をとりまとめる予定。

 第10回専門委員会（5月後半頃）

➢フォローアップについてご審議いただく予定

 第11回専門委員会（5月後半頃）

➢フォローアップについてご審議いただく予定

➢地球温暖化対策計画の進捗状況（環境
省取りまとめの対策・施策）のとりまとめ予
定

産業構造審議会イノベーション・環境分科会地球
環境専門委員会との合同会合、地球温暖化対
策推進本部へ

フォローアップ重点項目 今後の予定
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